
 

 

 

 

久米島町観光危機管理計画 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

久米島町 

 

 

令和２年２月 

  



目次 

第１章 総則 .......................................................................................................................... 1 

１－１ 本計画の目的 ........................................................................................................ 1 

１－２ 本計画の性格・位置づけ ...................................................................................... 2 

１－３ 「観光危機」及び「観光危機管理」の定義......................................................... 3 

１－４ 久米島町の危機管理上の課題と観光危機管理の必要性 ...................................... 4 

１－５ 久米島町の観光の状況 ......................................................................................... 5 

１－６ 久米島町の災害想定及び災害履歴 ..................................................................... 10 

１－７ 想定する観光危機 ............................................................................................... 14 

１－８ 基本方針 ............................................................................................................. 21 

第２章 観光危機管理体制 .................................................................................................. 24 

２－１ 観光危機管理体制の考え方 ................................................................................ 24 

２－２ 観光危機管理体制のイメージ............................................................................. 25 

２－３ タイムラインに応じた体制について.................................................................. 26 

第３章 平常時の減災対策（Reduction） ........................................................................ 27 

３－１ 情報の伝達体制の整備 ....................................................................................... 27 

３－２ 観光施設等の耐震化の促進 ................................................................................ 27 

３－３ 避難誘導標識、海抜表示、防災マップ等の整備 ............................................... 28 

３－４ 避難場所・避難経路の確保 ................................................................................ 29 

３－５ 観光危機管理対策に関する知識及び役割等の普及・啓発、指導者等の育成 ... 29 

３－６ 要支援観光客の安全確保 .................................................................................... 29 

第４章 危機対応への準備（Readiness） ........................................................................ 30 

４－１ 観光危機管理に関連する計画、危機対応マニュアル、事業継続計画等の策定 30 

４－２ 危機発生に備えた観光危機管理体制の運用訓練・避難誘導訓練の実施........... 30 

４－３ 観光客や観光関連事業者に迅速かつ確実な観光危機情報等を提供するための体

制強化 30 

４－４ 要支援観光客への対応・支援体制の強化 . ........................................................ 31 



４－５ 観光客にも配慮した避難施設、資機材、食料・飲料水などの備蓄の充実・強化

 31 

第５章 危機への対応（Response） ................................................................................ 33 

５－１ 観光危機の状況及び推移等に応じた観光危機管理体制の設置 ......................... 33 

５－２ 観光危機管理対策本部等の所掌事務.................................................................. 34 

５－３ 観光危機情報の収集・共有・発信 ..................................................................... 35 

５－４ 観光客の避難誘導・安否確認............................................................................. 35 

５－５ 帰宅困難者対策、被災した観光客の関係者への対応 ........................................ 36 

５－６ 被災した観光客に対する救助・救急・医療活動等............................................ 37 

５－７ 避難した観光客への食料・飲料水及び生活必需品の備蓄の調達と供給........... 37 

５－８ 観光危機や観光産業の風評被害対策.................................................................. 38 

第６章 危機からの回復 ...................................................................................................... 39 

 観光危機後の体制の設置 .................................................................................... 40 

 観光産業の早期復興を図るための施策等の企画・実施 .................................... 40 

 観光危機後の観光産業の早期復興に向けたプロモーション活動等の実施 ....... 40 

 観光危機後の国内・海外への戦略的な情報発信等による風評被害対策........... 40 

 観光産業の早期復興・事業継続を図るための緊急融資支援等の実施 .............. 40 

 観光危機により甚大な影響を受けた観光産業の雇用継続支援の実施 .............. 40 

第７章 計画の効果的な実現 ............................................................................................... 41 

７－１ 観光危機管理体制の維持及び見直し.................................................................. 42 

７－２ 計画の見直し及び進捗管理 ................................................................................ 42 

資 料 編  

津波避難困難地域図 ............................................................................................................ 43 

久米島町観光危機対策委員会（仮）設置要綱 .................................................................... 45 

久米島町災害種別避難所一覧 .............................................................................................. 48 

町内の病院リスト ................................................................................................................ 50 

東日本大震災での外務省事務連絡 ...................................................................................... 50 



協定先一覧 ........................................................................................................................... 51 

コミュニケーションシート（アレルギー対応） ................................................................ 51 

 



1 

 

 

第１章 総則 

 

１－１ 本計画の目的 

 

沖縄県では、観光産業は地域経済の活性化や、県民の雇用創出、観光客の県内消費・滞在に

よる観光収入及び関連産業への波及効果など、直接的、間接的に県経済に大きく貢献する極め

て重要な産業であるとし、観光産業に負の影響を与えるさまざまな危機への対応として「沖縄

県観光危機管理基本計画（平成 27 年 3 月）」を策定した。 

本計画は、観光産業に負の影響を与える津波･地震等の自然災害やテロ等の人的災害などの観

光危機に関し、危機管理のための基本的な対応等を定め、観光危機が発生する、又は発生する

おそれがある場合において、当該危機の減災対策、観光客の安全を守るための対応、危機後の

風評被害対策、観光産業の早期復興・事業継続支援等を迅速かつ確実に実施できる体制を整備

することにより、久米島町においても、安心・安全・快適な観光を提供するとともに、久米島

町の観光ブランド確立を図るものである。 

 

＜主な目的＞ 

①観光危機管理体制の整備による観光産業の持続的発展 

②平常時の減災対策による観光危機に強い観光地づくり 

③観光危機発生時の観光客への情報発信、避難誘導・安全確保、帰宅困難者対策等の体制整備 

④観光危機後の風評被害対策、観光産業の早期復興・事業継続支援等の体制整備 

⑤安全・安心・快適な久米島町観光ブランドの構築 
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１－２ 本計画の性格・位置づけ 

  

本計画は久米島町での観光危機管理についての基本的な方針等を定め、「沖縄県観光危機管理

基本計画」「沖縄県観光危機管理実行計画」に基づき観光危機管理対策の「基本方針」や「基本

施策」を明らかにし、連携力を向上させ、行政だけでなく、観光関連団体、観光関連事業者、

町民等が危機発生時に自主的に対応が行えるよう指針となるものである。 

 また、「国民保護計画」及び「新型インフルエンザ等対応計画」等の関連する既存計画で定め

る観光分野に係る役割を明確化し、観光危機発生時は観光客の特徴を踏まえた安全確保や、観

光産業の早期復興・事業継続支援等の基本的な取り組みを示すものである。 

 なお、本計画は継続的に見直しを行う。 

 

《観光危機対応における考慮すべき観光客の主な特徴》 

観光危機発生時における観光客への対応は、以下の点を考慮する必要がある。 

①観光客は土地に馴染みがない、土地勘がない 

②観光客は、観光危機が発生したときの避難方法等がわからない 

③外国人などの観光客は、コミュニケーションが難しい 

④観光客は、できるだけ早く家族等に連絡したい、交通情報を確認して帰宅したい 

⑤観光危機発生時の観光客への対応が沖縄観光のイメージとなる 

 

■観光危機管理基本計画の位置づけ 
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１－３ 「観光危機」及び「観光危機管理」の定義 

 

１ 「観光危機」の定義（沖縄県観光危機管理基本計画より） 

観光危機とは、台風、地震、津波、航空機・船舶事故、感染症などの災害・事故等の発生に

より、観光客や観光産業に甚大な被害をもたらし、その発生から対応までを限られた時間と不

確実な状況の下で意思決定をしなければならない県内又は県外で発生する危機や風評被害等を

いう。 

①自然災害・危機 

②人的災害・危機 

③健康危機 

④環境危機 

⑤町外（県外）で発生した災害・危機 

 

２ 「観光危機管理」の定義（沖縄県観光危機管理基本計画より） 

観光危機管理とは、観光客や観光産業に甚大な被害をもたらす観光危機を予め想定し、被害

を最小化するための減災対策、観光危機発生時における観光客への情報発信、避難誘導・安全

確保、帰宅困難者対策等の迅速な対応、観光危機後の風評被害対策、観光産業の早期復興・事

業継続支援等を組織的かつ計画的に行うことをいう。 

 

３ 「要支援観光客」の定義（沖縄県観光危機管理計画基本計画より） 

観光危機発生時に、自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難を行う

にあたり支援を必要とする高齢者・障がいのある方・外国人・乳幼児連れ・妊婦などの観光客

をいう。   
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１－４ 久米島町の危機管理上の課題と観光危機管理の必要性 

 

１ 観光の危機管理上の課題 

本町は、那覇よりおよそ 100km 離れている離島であり、交通が空路及び海路に限定されて

いる。久米島空港は津波浸水想定区域となっており、災害等により航空機等の運航が停止した

場合は町全体が孤立化する確率が高い。また、台風の常襲地域であることなど、自然災害等の

危機発生時において防災上不利な地理的条件となっている。 

地震、津波が発生した場合、本町の津波避難困難区域は 15 箇所と県内でも最も多く指定さ

れている。指定区域では、居住はないが観光客が多く滞在する地域も指定されており、危機発

生時には配慮を要する。 

その他、久米島本島以外の奥武島やオーハ島などの離島の孤立化の可能性、沿岸部観光地で

の防災行政無線が届かない箇所の情報伝達対策等の課題を有している。 

 

２ 観光危機管理の必要性 

本町は、前項で挙げられた観光の危機管理上の課題に対応すべく、離島であるための防災上

不利な条件や、自然災害発生時においての対策等を、行政だけでなく、官民一体となった体制

を構築し、危機対応への対策を実施するため計画を策定する必要がある。 
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１－５ 久米島町の観光の状況 

 入域観光客数は 10万人台に推移しており、月別では８月がピークとなっている。 

 

【入域観光客数の推移】 

出典：久米島町資料 

【月別・平成 30年度】 

出典：久米島町資料  
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【イベント一覧】 

開催
時期 

イベント 開催場所 概要 備考 

1 月 
久米島のんび
りウォーク 

久米島ホタル
ドーム（スタ
ート・ゴー
ル）／具志川
改善センター
（ゴール） 

ウォーキングイベント、
歩きたくなる道 500
選・「島人ガイドと訪ね
る、いにしえの琉美の
郷」・いちゃりば交流会 

主催：久米島のんびり
ウォーク実行委員会 
 
参加者数：650 人
（2015 年） 

2 月 

東北楽天ゴー
ルデンイーグ
ルス 久米島
春季キャンプ 

久米島野球場
／仲里野球場 

プロ野球球団の春季キャ
ンプ 

主催：東北楽天ゴール
デンイーグルス久米島
協力会 
１軍キャンプ観客数 9
日合計 5,130 人
（2019 年） 

久米島町長
杯・JALJTA
カップパーク
ゴルフ大会 

久米島シーサ
イドパークゴ
ルフ場 

パークゴルフ大会、交流会 
主催：久米島町、ＪＡ
Ｌ・ＪＴＡ 
募集人員：200 名 

3 月 海開き イーフビーチ 海開き祈願祭 主催：観光協会 

4 月 
久米島ホタル
まつり 

久米島ホタル
館、新興通り
（じんじんロ
ード） 

ホタル観察会、地域商店
街のホタル祭り 

主催：新興通り会 

5 月 

オーシャンカ
ップ 宜野湾
～久米島ヨッ
トレース 

宜野湾港マリ
ーナ沖(スタ
ート)～久米
島・兼城港沖
(ゴール) 

ヨットレース、宜野湾港
マリーナ沖を早朝スター
ト、慶良間諸島を通過
し、久米島兼城港沖まで
の約 55 マイル 

主催：リゾートホテル
久米アイランド 
参加艇数：10 艇
（2018 年） 

6 月 

ハーリー 
鳥島漁港／真
泊漁港／儀間
漁港 

ハーリー競漕、各漁港で
行われる伝統行事 

主催：字鳥島、字真
泊、字儀間 

Sea Water 
Dream フェ
スティバル 
久米島海洋深
層水の日 

(株)ポイント
ピュール社屋
前広場 

深層水関連商品販売、施
設見学、ステージイベン
ト 

主催：久米島海洋深層
水協議会 

沖縄角力大会
（6 月～9
月） 

真謝／儀間／
謝名堂／西銘
／仲地 

琉球王朝時代から続く伝
統文化、沖縄角力（おき
なわずもう）が各場所で
開催 

主催：各字 

7 月 
久米島の久米
仙杯パークゴ
ルフ大会 

久米島シーサ
イドパークゴ
ルフ場 

パークゴルフ大会 主催：久米島の久米仙 

8 月 旧盆エイサー 

謝名堂／真我
里／比嘉／儀
間／宇根／真
謝／嘉手苅 

エイサーや踊り、旧盆の
時期に各地域で行われる
伝統芸能 

主催：各字 
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開催
時期 

イベント 開催場所 概要 備考 

久米島まつり 
久米島町ふれ
あい公園 

島内外出演者によるステ
ージライブ、屋台、大綱
曳き（3 年に 1 度）、打
ち上げ花火 

主催：久米島まつり実
行委員会 
8 月第 1 土・日曜開催 

9 月 

久米島観光の
日（球美の
日） 

イーフビーチ 
ホテル 

毎年 9 月 3日を 
久米島観光の日（球美の
日）とし、講演会やセレ
モニー、懇談会を開催 

主催：観光協会 

兼城十五夜・
獅子舞 

字兼城集落内 
獅子舞を披露、集落の災
厄や疫病を追い払い、五
穀豊穣を願う伝統行事 

主催：字兼城 
旧暦 8 月 15日 

久米島古典民
謡 
大会 

具志川農村環
境 
改善センター 

久米島の古典・民謡「琉
球王朝時代から歌い継が
れた珠玉の島歌」 

主催：久米島古典民謡
大会実行委員会 

久米島ハワイ
アンフェステ
ィバル 

サイプレスリ
ゾート久米島
／リゾートホ
テル久米アイ
ランド 特設
会場 

フラのステージ、ハワイ
アン関連ショップ 

主催：久米島ハワイア
ンフェスティバル実行
委員会 

10 月 
久米島マラソ
ン 

仲里野球場
（スタート・
フィニッシ
ュ） 

フルマラソン・ハーフマ
ラソン・10km・5km、
ふれあいパーティー 

主催：久米島マラソン
大会実行委員会 
出走者数：1,274 人
（2018 年） 
10 月第 4 日曜日 

11 月 

シュガーライ
ド久米島 

リゾートホテ
ル久米アイラ
ンド（スター
ト・ゴール） 

サイクルイベント、アス
リートコース 100km・
ぐるっと 1周 45km・ら
くらく観光コース 35km 

主催：シュガーライド
久米島運営委員会 
定員：255 名 

久米島車えび
フェスタ 

久米島町水産
加工処理施設 

車えびの特別販売、車え
びのつかみ取り競争、ス
テージ演舞 

主催：久米島漁業協同
組合 

12 月 
久米島町産業
まつり 

久米島ホタル
ドーム 

久米島の農産物・特産品
の展示、即売、体験コー
ナー 

主催：久米島町産業ま
つり実行委員会 
12 月第 1 日曜日 

出典：久米島町資料 
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【宿泊施設一覧】 

宿泊施設名 所在地 連絡先 
客室 
数 

収容 
人数 

備考 

リゾートホテル 

久米アイランド 

久米島町真我里

411 
098-985-8001 200 400 

津波避難ビル 

ｱﾚﾙｷﾞｰ対応食 

久米島イーフビーチ

ホテル 

久米島町謝名堂

548 
098-985-7111 79 240 ｱﾚﾙｷﾞｰ対応食 

ラ・ティーダ久米島

テラス 

久米島町謝名堂

583-4 
098-896-8100 35  95 津波避難ビル 

サイプレスリゾート

久米島 

久米島町大原 

803-1 
098-985-3700 84 225 ｱﾚﾙｷﾞｰ対応食 

ホテル 

ガーデンヒルズ 

久米島町兼城 

10-1 
098-985-2117 44 80   

民宿 ふくぎ荘 
久米島町謝名堂

548-10 
098-985-8622 7  15   

リゾートハウス 

みなみ 

久米島町謝名堂

548-14 
098-985-8021 9 25    

民宿 黒潮 
久米島町謝名堂

548-24 
098-985-7355 6      

民宿 永 
久米島町謝名堂

548-28 
098-985-8142 7  20   

民宿 

シーサイドハウス 

ジュゴン 

久米島町謝名堂

548-16 
098-985-7631 10  30   

民宿  

なんくるないさぁ 

久米島町比嘉 

160-68 
098-985-7973 9  18   

民宿 あさと 
久米島町大田

532 
098-985-2102 10  10   

民宿  

久米島（別館） 

久米島町大田

530 
098-985-5333 20  45   

民宿  

久米島（本館） 

久米島町仲泊

1202 
098-985-2016 16  30   

クラブハウス  

ネプチューン 

久米島町仲泊 

862-53 
098-985-2586 3  8   

民宿 あみもと 
久米島町奥武

115 
098-985-8856 12 35   

ドミトリー球美 
久米島町比嘉

160-49 
098-996-1533 

2 20 １階 ドミトリー 

6 15 ２階 個室 

グリーンビュー 

久米島 

久米島町仲泊

966-23 
098-985-2407 6 20   

  



9 

 

【主な観光施設】 

 主な観光施設は町東部の海岸沿いに集中している。 
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１－６ 久米島町の災害想定及び災害履歴 

 

１．災害想定 

【津波浸水想定】 

港及び久米島空港が浸水区域内となっており、ハテの浜やイーフビーチを中心に東部地区で広域に浸水すると想定されている。その他、奥武島やオーハ島などの離島が、津波により孤立することも考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：津波浸水想定図沖縄県地図情報システム オープンデータ 津波浸水予測図（H24) 
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【津波避難困難地域図】 

 沖縄県が平成 26 年に発表した「津波避難困難地域図」では、大地震に伴う津波の到達予想時間ま

でに、高齢者らが安全な場所へ避難するのが難しい地域が指定されており、以下の観光関連施設等が

指定区域として指定されている。 

 

・東部地区 

観光施設・資源 所在地 備考 

メーヌ島 久米島町   

ナカノ島 久米島町   

ハテの浜 久米島町   

イーフビーチ 久米島町字謝名堂   

久米島イーフビーチホテル 久米島町字謝名堂 548 客室数 80 室 

ラ・ティーダ久米島テラス 久米島町謝名堂 583-4 客室数 32 室 

リゾートホテル久米アイランド 久米島町字真我里 411 客室数 200 室 収容人数 400 人 

仲里野球場 久米島町謝名堂 546-1 

収容人数約 300 人 

東北楽天ゴールデンイーグルス 2

軍のキャンプ場(2 月)／久米島マ

ラソン会場(10 月) 

(株)ポイントピュール 久米島町字真謝 486 -12   

沖縄県海洋深層水研究所 久米島町字真謝 500-1   

 

・西部地区 

観光施設・資源 所在地 備考 

久米島町ふれあい公園 久米島町大田 517 久米島まつり会場(8 月) 

ガラサー山 久米島町大田   

ミ―フガ― 久米島町仲村渠   

 

・南部地区 

観光施設・資源 所在地 備考 

久米島シーサイドパークゴルフ場 久米島町字儀間 30-7 
利用者数(2017 年)24,072 人(う

ち県外客 2,120 人) 

儀間漁港 久米島町字儀間 ハーリー会場(旧暦 5 月 4 日) 

 

・北部地区 

観光施設・資源 所在地 備考 

タチジャミ 久米島町字宇江城 〈町指定天然記念物〉 

資料編-津波避難困難地域図 
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【土砂災害警戒区域】 

土砂災害警戒区域：国土交通省 国土数値情報（土砂災害警戒区域）データ 

土砂災害危険箇所：国土交通省 国土数値情報（土砂災害危険箇所）データ 

【液状化】 

液状化危険度分布図：沖縄県地図情報システム オープンデータ 液状化危険度分布図 
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２．久米島町で発生した災害の履歴 

 

平成５年台風第 13 号（ヤンシー） 

襲来年月日：平成５年９月２日、３日 

最大風速：36.5m/s（久米島）最大瞬間風速 53.9m/s（久米島）※ 

降水量：151.0mm（久米島、１日～３日） 

負傷者：13名 

住宅全半壊：35戸 

※最大瞬間風速について詳細不明。自衛隊の風速計では 100m/s を超えていたとされている。 
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１－７ 想定する観光危機 

 

本計画において想定する観光危機は、直接的・間接的（風評被害を含む）に影響を与えると考えら

れる掲げる災害・危機をいう。 

分類 危機の例示 
１．自然災害・危機 地震、津波、台風や大雨による洪水・高潮・土砂災害・風害（竜

巻を含む） 等 

２．人的災害・危機 ホテル等の大規模火災、大規模交通・航空機・船舶事故、大規模

停電、広範囲な通信障害、不発弾、武力攻撃、テロ、ハイジャッ

ク、凶悪犯罪 等 
３．健康危機 大規模食中毒、感染症、新型インフルエンザ等、有毒生物等の異

常発生 等 

４．環境危機 大気汚染、海洋汚染 等 
５．町外、県外で発生し

た災害・危機 
町外、県外で発生した１から４の災害・危機で影響を与える観光

危機、主要市場における 急激な経済変動、主要市場発着航空便の

長期にわたる運航休止・減便、他国との外交摩擦、紛争 等 
 

想定される観光危機は、既存計画等との関係で次のとおり整理される。既存の計画等がある場合は

当該既存計画等に基づいて対応を行うものとし、既存計画等で対応が定められていない場合は、本計

画により対応を行うものとする。 

分類 関連する既存計画等 

自然災害・危機 沖縄県地域防災計画 

久米島町地域防災計画 等 

人的災害・危機 沖縄県国民保護計画 

久米島町国民保護計画 等 

健康危機 新型インフルエンザ等対応計画 等 

環境危機 微小粒子状物質（PM2.5）注意喚起対応マニュアル 

光化学オキシダントに関する対応マニュアル 等 

町外で発生した災

害・危機 

沖縄県観光危機管理基本計画 

沖縄県観光危機管理実行計画 等 
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【自然災害・危機】 

地震、津波、台風や大雨による洪水・高潮・土砂災害・風害（竜巻を含む）等をさす。特に代表され

る危機の発生を代表的な事象として例示する。 

分類 例示事象の内容 

地震・津波 

・久米島町やその周辺で震度６弱を観測 

・津波予報区内に「大津波」の津波警報が発表され、各地で３m

以上 10m 未満の津波を観測 

・東部地区中心に町内の多くの観光関連施設が被災 

・観光客に相当の犠牲者が発生 

・空港及び港の被災により、発災時に町内に滞在していたほぼ全

ての観光客が帰宅困難となる 

津波（地震の揺れを

伴わない） 

・遠方を震源とする地震により、「大津波」の津波警報が発表され、

各地で３m 以上 10m 未満の津波を観測 

風水害等 

・台風が久米島町に最接近し、数日間暴風域内に入る 

・暴風雨による航空機の運休 

・台風によるイベントの中止 

・フェリーの運休により食料を中心として物資が島内に入らなく

なり、供給が止まる 

・日降水量は 300mm を超える状況 

・早期帰宅を望む多数の観光客が町内に滞在 

・中心市街地での冠水の発生による通行止め 

・土砂崩れの発生により道路の寸断等の被害が発生 

干ばつ ・少雨傾向による断水 
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【町内で想定される具体的な状況例】 

危機例 発生場所 状況例 

地震 町内全域 ・宿泊施設や観光関連施設内での

揺れによる負傷者の発生 

津波 久米島空港 ・津波による浸水により空港の閉

鎖 

・帰宅困難者の発生 

奥武島 ・道路寸断により孤立 

イーフビーチ周辺 ・海水浴をしていた観光客が津波

に巻き込まれる 

津波 

（地震の揺れを伴わない） 

ハテの浜 ・遠方での地震による津波の発生

により、現地で覚地していない

津波の襲来 

地震による液状化 久米島空港 ・液状化により滑走路の使用が不

可になる 

フェリーターミナル ・液状化により港が使用できなく

なる 

じんじんロード ・液状化により車両での通行不可 

公共交通（バス・タクシ

ー） 

・道路の使用が不可となり運休 

台風 町内全域 ・航空便及び船舶の欠航による帰

宅困難者の発生 

・船舶の長期の欠航により物資が

供給されず、町内で不足する 

高潮 ふれあい公園周辺 ・高潮による冠水の発生 

・周辺一帯の水位が上がり、通行

不可、車両の浸水が発生 

落雷 ハテの浜 ・雷注意報が発表され、落雷の恐

れがあるが、建物がないため避

難ができない状況が発生 

豪雨 白瀬１号ダム、白瀬 2 号

ダム 

・ため池の決壊により白瀬川周辺

の広域で浸水被害の発生 
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【人的災害・危機】 

ホテル等の大規模火災、大規模交通・鉄軌道・航空機・船舶事故、大規模停電、広範囲な通信障害、

原子力災害 （原子力艦等）、不発弾、武力攻撃、テロ、ハイジャック、凶悪犯罪等をさす。特に代表さ

れる危機は以下の通りである。 

分類 例示事象の内容 

航空機事故 
・久米島空港で航空機事故が発生し、長期間にわたり滑走路が使

用不可となった状況 

船舶事故 
・フェリーの事故 

・フェリーターミナルが数日間閉鎖 

テロ、凶悪犯罪 
・中心市街地や、町内で開催される大型イベントにおける凶悪犯

罪の発生 

 

【町内で想定される具体的な状況例】 

危機例 発生場所 状況例 

航空機事故 久米島空港 ・航空機事故の発生により航空便

の長期間の欠航による観光客数

の減少 

船舶事故 泊港～兼城港 ・船舶事故により定期船の欠航ま

たは減便の発生による観光数の

減少 

テロ・不審者 久米島まつり ・まつり開催中に不審者による無

差別殺傷事件により負傷者が発

生 

久米島マラソン ・マラソン会場に集まる人を狙っ

たテロの発生 

犯罪行為 ビーチやプール ・海水浴場やプールでの盗撮被害

の発生 

風評被害 町全体 ・町内の観光に関する不適切な情

報が SNS 等で出回り、根拠の

ない噂により観光への影響が発

生 
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【健康危機】 

大規模食中毒、感染症、新型インフルエンザ等、有毒生物等の異常発生等をさす。特に代表される

危機は以下の通りである。 

分類 例示事象の内容 

新型インフルエンザ 

・国外で新型インフルエンザ患者が確認され、沖縄便（航路・空

路）により、県内に持ち込まれる 

・県内で渡航歴のない高校生１人に新型インフルエンザ感染を初

確認 

・全国的に旅行自粛ムードが出始め、沖縄旅行の中止・延期が増

え始める。修学旅行のキャンセルが相次ぐ 

・沖縄観光客及び観光関連事業従事者にも多数の患者を確認 

有毒生物の発生 ・海の危険生物が大量発生し、入水制限がかかる 

 

【町内で想定される具体的な状況例】 

危機例 発生場所 状況例 

大規模食中毒の発生 宿泊施設 ・宿泊施設内で飲食をした修学旅

行生の多くが食中毒の被害を訴

える 

新型インフルエンザの発生 町内全域 ・町内で新型インフルエンザの患

者が確認され、久米島町への旅

行が自粛され、観光への影響が

発生 
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【環境危機】 

大気汚染、海洋汚染等をさす。特に代表される危機は以下の通りである。 

分類 例示事象の内容 

海洋汚染 

・廃油ボール、コールタールの漂着による海岸汚染 

・タンカー船等の事故による重油の流出 

・船体沈没から数日後に、久米島に重油が漂着する可能性がある。

あるいは重油が漂着し、マリンレジャーが長期にわたり閉鎖（フ

ィッシングや近海でのダイビング等へ影響） 

・大量の漂着ゴミによる海岸汚染での観光満足度の低下 

・赤土の流出 

大気汚染 ・黄砂、PM2.5 の飛来による大気汚染の発生 

 

【町内で想定される具体的な状況例】 

危機例 発生場所 状況例 

海洋汚染 海岸全域 ・廃油ボールの漂着により、町全

体の海水浴場が汚染された海岸

としてイメージダウンにつなが

る 

熱帯魚の家 ・海洋事故による重油流出により

海岸付近に生息する野生動物に

影響が発生。ウミガメ、熱帯魚

等の死骸が確認される 

大気汚染 町内全域 ・PM2.5 の飛来により外出が制

限され観光に影響 
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【町外で発生した災害・危機】 

町外・県外で発生した災害・危機で久米島町観光に影響を与える観光危機、主要市場における急激

な経済変動、主要市場発着航空便の長期にわたる運航休止・減便、他国との外交摩擦、紛争等をさす。

特に代表される危機は以下の通りである。 

分類 例示事象の内容 

町外で発生した災害 
・那覇市が被災し、那覇空港及び泊港が使用不可となり、久米島

にアクセスする多くの便が欠航 

海外で発生したテロ 

・日本国外の米国大使館、海外駐留米軍基地を標的とした大規模

な同時多発テロが発生 

・全国的に旅行自粛ムードが広がる 

・在沖米軍基地の警備・警戒等の状況がことさら大きく報道され

たことなどから、沖縄での旅行中の安全に対する不正確な情報

が拡大し、観光客の予約キャンセルや旅行延期が相当程度発生 

他国との外交摩擦 

・外交摩擦により日本国全体への旅行が多くキャンセルされ、日

本全体に影響が発生し、伴って町内への旅行にも影響が発生す

る 

 

【町内で想定される具体的な状況例】 

危機例 発生場所 状況例 

国内で大規模な地震が発生 県外（広域） ・東日本大震災のような広

域での大規模災害が発生

し、全国的な旅行自粛が

起きる 

県内（町外）が被災 沖縄本島（那覇市） ・沖縄本島（那覇市）が被災

し、空港、港が使用でき

ず、久米島町へのアクセ

スができなくなる 

外交摩擦 全国 ・外交摩擦により日本国全

体への旅行が多くキャン

セルされ、伴って町内へ

の旅行にも影響が発生す

る 
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１－８ 基本方針 

 

１ 各段階における基本方針 

観光危機管理対策には、時間の経過とともに「平常時の減災対策（Reduction）」、「危機対応への

準備（Readiness）」、「危機への対応（Response）」、「危機からの回復（Recovery）」の 4 段階

（4R）があり、それぞれの段階において、行政、観光関連団体・事業者、町民が一体となって最善

の対策をとることが被害の軽減につながる。各段階における基本方針は、以下のとおりである。 

■観光危機管理対策（４R）のイメージ 

 

  

・観光危機管理体制の設置 
・観光危機情報の収集・発信 
・避難誘導、安否確認 
・帰宅困難者対策 
・救助・救急・医療活動、備蓄の供給 
・風評被害対策等 

・観光危機管理計画・マニュアル策定 
・危機対応・避難誘導訓練等の実施 
・観光危機情報の伝達手段の多様化 
・要支援観光客対応・支援、備蓄 

・観光危機情報伝達体制の整備 
・観光関連施設の耐震化促進 
・避難誘導標識、防災マップ等の設置 
・観光危機管理知識の普及・啓発等 

・観光復興施策の企画・実施 
・観光産業の事業継続支援 
・観光復興プロモーション等 

危機後 

平常時 
（復興後 有効性の再検証） 

危機発生時 危機発生前 

危機からの 
回復 

（Recovery） 

平常時の 
減災対策 

（Reduction） 

危機対応 
への準備 

（Readiness） 

危機への 
対応 

（Response） 
 

危機発生 
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【平常時の減災対策（Reduction）】 

観光客や観光産業に甚大な被害をもたらす観光危機を予め想定し、観光危機による影響を低減する

ため、危機に強い魅力ある安全・安心・快適な観光地づくりや、避難誘導標識等の安全対策の充実・

強化、観光危機管理知識等の普及・啓発などの施策を推進する。 

 

【危機対応への準備（Readiness）】 

観光危機発生時における対応等を予め検討し、観光客の安全確保や、観光産業への影響の低減を図

る観光危機管理計画等やマニュアルの策定促進、危機対応・避難誘導訓練の実施、要支援観光客への

支援体制の強化等の施策を推進する。 

 

【危機への対応（Response）】 

観光危機発生時に、観光客や観光産業への被害や影響を低減するための観光危機管理体制の設置、

関係機関と連携した情報収集・発信体制の強化、観光客の安全かつ確実な避難誘導・安否確認、帰宅

困難者対策、救助・救急・医療活動、備蓄、風評被害対策等の施策を推進する。 

 

【危機からの回復（Recovery）】 

観光危機後の観光産業の早期復興・事業継続支援体制の設置、観光客の誘致に向けたプロモーショ

ン活動等や、風評被害対策、融資・雇用継続支援等の施策を推進する。 
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２ 各段階における主な取り組み 

 

【平常時の減災対策（Reduction）】 

・伝達体制の整備や観光関連施設の耐震化促進等の安全強化 

・避難誘導標識の設置、海抜表示、観光客向けの防災マップの作成 

・住民や観光関連団体・事業者等への観光危機管理対策に関する勉強会の開催、普及啓発 

 

【危機対応への準備（Readiness）】 

・観光危機管理計画の策定、事業者マニュアル・事業継続計画等の作成 

・観光施設等における避難訓練の実施 

・要支援観光客への対応・支援体制の強化 

・観光客にも配慮した避難施設、備蓄等の充実・強化 

 

【危機への対応（Response）】 

・観光危機の状況及び推移等に応じた観光危機管理体制の設置 

・観光危機情報の収集・伝達、通信手段の確保 

・観光客への確実な避難誘導 

・被災した観光客に対する救助・救急・医療活動、各種支援 

・被災した観光客に対する安否確認及び情報提供、関係者への安否確認及び情報の提供 

・観光産業への影響に関する正確な情報収集及び情報発信 

・風評被害対策 

 

【危機からの回復（Recovery）】 

・観光危機後の観光誘客及び観光産業の早期復興・事業継続に向けた体制の設置 

・観光危機後の県と連携した観光産業の早期復興に向けたプロモーション活動等の実施 

・観光危機後の国内・海外への戦略的な情報発信等による風評被害対策 

・観光産業の早期復興・事業継続を図るための関係機関との連携による緊急融資支援等の実施 

・観光危機により甚大な影響を受けた観光産業の雇用継続支援の実施  
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第２章 観光危機管理体制 

 

２－１ 観光危機管理体制の考え方 

 観光危機管理体制は、対応する危機の種類やタイムラインにより変化し、段階に応じた対応を行え

る体制とする必要がある。各関係者による管理体制の考え方を以下に示す。 

 

１ 町の体制の考え方 

  町の体制は、「久米島町地域防災計画」や「久米島町新型インフルエンザ等対策本部条例」などの

上位計画、既存計画や条例による対策本部等が設置された場合は、当該計画等に基づいた体制での

観光危機対応部署として対応を行う。 

  町外で発生した危機等の既存計画等による体制の設置がない場合や、自然災害等の対応が収束し

本部が解散された場合、本計画で定める体制を設置し、対応を行う。 

 

２ 観光関連団体・観光事業者の体制 

  町内の観光関連団体及び観光関連事業者は、観光危機への意識を持ち、観光危機に対応できる体

制の構築に努め、町の観光担当部署や観光関連団体・観光関連事業者と連携して、観光危機管理情

報伝達体制などの整備を促進する。観光危機が発生した場合には、町に設置される対策本部等（既

存計画に基づく対策本部及び観光危機管理に関する対策本部）と連携可能な連絡体制を構築する。 

 

３ 県及び国、他市町村との連携体制 

  観光危機管理においては、帰宅困難者への対応等、様々な状況において県及び国、他市町村との

連携が必要となる。 

平常時より、関連する機関との連絡体制を確保し、観光危機発生時には円滑に連携が取れるよう、

連携先の確認等、緊急連絡網を構築する。 
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２－２ 観光危機管理体制のイメージ 

 観光危機管理体制は関連する既存計画等に基づく体制の設置がある場合は当該計画に基づく体制

と役割による対応を行うが、既存計画等で定められていない体制での対応は本計画に基づいた体制で

の対応を行う。 

 観光危機対応のため、「久米島町観光危機対策委員会（仮）」を平時より設置し、危機発生時には

それぞれの役割を連携して対応し、町内の関係機関間の連携が取れるよう、体制を平時から強化す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料編-久米島町観光危機対策委員会設置要綱 

  

 観光危機対応のため、「久米島町観光危機対策委員会（仮）」による会議の開催は、町商工観光課

長が委員を招集し、危機のタイムラインに応じた対応が必要となるタイミングで会議を開催する。 

 

 

会議例：「大規模災害発生時の町内の滞在支援について」 「帰宅支援対策会議」 等 
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① 既存計画等に基づく対策本部が設置されている場合 

 「久米島地域防災計画」等の既存計画に基づく体制が設置された場合、産業振興対策部として商

工観光課の役割を行い、兼任して観光危機対応を現場で担う関係機関及び事業者の支援を行うための

「久米島町観光危機管理対策委員会（仮）」の総括を行う。 

 

 

 

② 既存計画等に基づく対策本部が設置されない場合 

 既存計画等での対策本部が設置されない場合、本計画に基づく体制の設置を行う。 

 観光危機管理対策にかかる本部の設置は商工観光課内に設置する。 

２－３ タイムラインに応じた体制について 

危機発生時は、タイムラインに応じた対応が必要となるため、あらかじめ各タイムラインでの組織

の連携体制について想定を行う。 
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第３章 平常時の減災対策（Reduction） 

 

３－１ 情報の伝達体制の整備 

 

１ 情報伝達体制の整備 

町は、町内に滞在する観光客に向け、観光危機に関する情報を迅速かつ確実に伝達するため、ハー

ド及びソフトの整備を行う。 

観光関連団体及び事業者との連携や、防災行政無線、町のコミュニティ FM である FM 久米島株式

会社（以降、FM くめじま）を活用した伝達体制の強化、観光地での伝達機器の整備を行い、災害時で

も観光客が情報を入手できる環境を構築する。 

 

２ 観光施設の耐震化促進 

 町は、町内の観光施設、宿泊施設及び交通施設の塔の被害低減や観光客の安全を確保するため、観

光関連施設や道路・交通施設の耐震化促進を行う。 

 

 

３－２ 観光施設等の耐震化の促進 

町は、大規模災害等の観光危機に備え、地域住民や観光客の避難場所となるような観光関連施設や

避難経路上の橋梁等の耐震化の促進を行う。 

町では「久米島町耐震改修促進計画」を策定しており、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図

っており、宿泊施設等の不特定多数の利用がある施設も対象としているため、既存計画に基づく施策

を行う。 
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３－３ 避難誘導標識、海抜表示、防災マップ等の整備 

 

１ 避難誘導標識（サイン）の整備 

主要な観光地からの周辺の避難施設への案内サインや避難誘導標識の設置を検討する。 

 観光地周辺から避難施設への経路についても検討の上記載し、安全に誘導し、分かりやすい避難誘

導標識とする。 

図：イーフビーチからの避難誘導標識イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置の際には、土地勘の無い観光客でも安全で分かりやすい表示、要支援観光客にもわかりやすい

多言語対応やピクトグラムを使用する。ピクトグラム表記については、JIS 規格（平成 28年度改

定）等を使用する。 

図：JIS 規格を使用した表記例 
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２ 避難場所、経路等の観光客への周知 

 町は、土地勘のない観光客や、多言語表記及びピクトグラムを使用した外国人観光客等にも容易に

避難場所の判別が可能な観光情報を併記した防災マップの作成など、観光客にも避難経路が周知でき

るよう工夫した施策を実施する。 

 

 

３－４ 避難場所・避難経路の確保 

町は、危機発生時に町内に滞在している観光客が避難する避難場所及び避難所の整備、避難経路の

確保を行う。 

避難経路については、土砂災害、火災及び建物や壁の倒壊に配慮し、事業者とも共有し、土地勘の

ない観光客でも迅速かつ安全に避難ができるよう周知を行う。 

また、高齢者・障がいのある方・乳幼児連れ・妊婦等の迅速な避難行動が困難な観光客の安全確保

を図るための対策を行う。 

 

３－５ 観光危機管理対策に関する知識及び役割等の普及・啓発、指導者等の育成 

観光危機管理対策について関係者全体に向けた勉強会を行い、地域特性や観光客の滞在状況等を踏

まえ、危機発生時において適切な避難誘導等の対応ができるよう、教育・啓発に取り組む。 

 

３－６ 要支援観光客の安全確保 

 

１ 外国人観光客 

観光危機発生時における外国人観光客の安全確保を図るため、外国語による避難誘導標識の設置や

多言語の防災パンフレットにより避難場所等の周知が行えるよう整備を行う。 

 

２ その他の要支援観光客 

 観光危機発生時における高齢者・障がいのある方・乳幼児連れ・妊婦などの迅速な避難行動及び避

難場所の誘導について、避難ルートの選定や車両の使用の検討および福祉避難所の周知を行う。 
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第４章 危機対応への準備（Readiness） 

 

４－１ 観光危機管理に関連する計画、危機対応マニュアル、事業継続計画等の策定 

町内の観光関連団体、観光関連事業者は、観光危機発生時に本計画の内容が実践されるよう、本計

画に関する計画の整合性を図り、マニュアル、事業継続計画等の策定を行う。 

また、町は観光関連団体等へ観光危機発生時に行動可能なマニュアル及び事業継続計画の策定を促

す。 

 

４－２ 危機発生に備えた観光危機管理体制の運用訓練・避難誘導訓練の実施 

町は、本計画に基づき策定されるマニュアル等の妥当性・実効性を検証し、関係者の理解力を向上

させるため、町内で発生する観光危機を想定した危機対応・避難誘導訓練を計画し実施する。 

なお、観光危機対応訓練・避難訓練は、可能な限り観光関連団体や観光関連事業者と一体となって

実施し、観光危機管理体制の充実・強化を図る。 

また、以下に示すスキルの向上を目指し、効果的・効率的に訓練を実施するものとする。 

訓練の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４－３ 観光客や観光関連事業者に迅速かつ確実な観光危機情報等を提供するための体制強化 

 

１ 伝達手段の多重化 

観光施設や、レンタカー、タクシー、観光バス、船舶等を利用している観光客にも迅速かつ確実に

観光危機情報を伝達するため、ウェブサイト、テレビ、ラジオ、防災行政無線、無線、携帯電話、ス

マートフォン等を用いた伝達手段の多様化・多重化を図る。 

また、FMくめじまを活用して地域の情報がより細やかに入手できるよう、レンタカー等のラジオ

の視聴ができる環境の場合、標準設定にてチューニングを FM くめじまに合わせる。 

 

２ 通信機器の整備 

 町は、停電等により、通常の通信回線が使用できなくなった場合にも利用できる非常用通信手段を

活用した通信体制の整備を促進する。 

・観光危機管理対策本部運営訓練 

・情報伝達訓練 

・避難誘導、けが人対応 

・備蓄確認、調達、炊き出し訓練 

・帰宅支援、緊急移送訓練 

・要配慮者（障がい者や外国人等）への対応訓練 

・風評被害対策 
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３ 伝達内容の整備 

町は、町内に滞在している観光客等の迅速な避難行動に結びつくよう、対象とする観光危機毎の伝

達する内容について、伝達文例の作成等を行い整備する。 

その際には、多言語化及びやさしい日本語等、外国人などの観光客にも配慮した効果的な伝達内容

を整備する。 

 

 

 

 

４－４ 要支援観光客への対応・支援体制の強化 . 

 

１ 外国人観光客への対応・支援体制の強化 

外国語通訳ボランティア、専門的資格や技能を有する者の把握および登録制度等の推進により、外

国人観光客への対応・支援体制を強化する。 

また、外国語対応が困難な場合に備え、指差し会話帳や翻訳機の導入など、多言語対応ツールの導

入検討及び促進を行う。 

 

２ その他の要支援観光客への対応・支援体制の強化 

観光危機の発生時においては、乳幼児連れ、高齢者、障がい者等の迅速な避難行動が困難な観光客

の支援が必要とされるため、庁内福祉部署や福祉関係団体と連携し、十分に配慮した支援体制の強化

に取り組む。 

 

４－５ 観光客にも配慮した避難施設、資機材、食料・飲料水などの備蓄の充実・強化 

 

１ 避難場所・避難経路の把握 

 町内に滞在する観光客数や繁忙期、旅行行動形態等の状況を踏まえ、観光危機発生時に滞在する観

光客等が避難すると想定される避難施設及び経路等の把握、充実・強化に努める。 

経路の選定については、地域住民等の意見と専門家の意見を反映させることでより安全な経路の選

定を行う。 

また、避難所については、災害の種別により異なるため、誘導先を誤らないよう周知を行う。 

資料編-久米島町災害種別避難所一覧 

  

やさしい日本語とは： 

普通の日本語よりも簡単で、外国人にもわかりやすい日本語をさす。 
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２ 食料・飲料水、資機材等の備蓄等 

町は、観光関連団体、観光関連事業者と連携して、観光危機発生時に避難所等に避難している町民

や観光客などの被災者に供給する食料・飲料水や被服寝具等の生活必需品、発電機等の機材の備蓄状

況を把握し、繁忙期や夏期の観光客の集中する地区に配慮した必要な量の備蓄、又は迅速に調達でき

る体制等の整備を行う。 

また、本町は離島であることを踏まえ、本島からの応援が到着するまでの備蓄について検討を行

う。  
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第５章 危機への対応（Response） 

 

５－１ 観光危機の状況及び推移等に応じた観光危機管理体制の設置 

観光危機が発生または発生すると想定される場合、町内に滞在する観光客の安全確保、地域の観光

産業への被害を低減するため、観光危機管理体制を設置し、県、OCVB、観光関連団体・事業者等と

連携した観光危機管理対策を行う。 

なお、商工観光課は、災害対策本部などの既存計画による体制が設置されている場合には、当該体

制内での担当部署の対応を行い、対策委員会の統括も兼任する。 

また、対策本部が立ち上がる際には事項の「観光危機管理総括」「被災者・観光関連団体及び事業者 

担当」「被災者対策情報収集・発信担当」「帰宅支援担当」「復旧・復興担当」それぞれの担当者をた

だちに選定する。 

 

危機への対応フロー 

観光危機に対応する 

体制の設置 

職員参集・担当者決定 

観光危機情報の収集 

報告 

対策方針・施策の決定 

観光危機対応 

観光危機管理対策委員会を中心と

した復興に向けた体制を設置する 

職員を参集し、登庁した職員から担

当者を割り振る 

観光危機情報の収集・分析 

観光危機情報を課長へ報告 

観光危機管理対策委員会の開催 

対策方針・施策の決定 

被災した観光客の対応 

帰宅支援等の実施 

避難行動（誘導）・命を守る行動 

注意喚起 
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５－２ 観光危機管理対策本部等の所掌事務 

 観光危機管理体制（商工観光課）設置の際の対応は、各事務の担当者を配置する。 

 担当者の配置は、商工観光課長が行い、担当者の増減・移動の判断を適宜行う。 

 

担当 配置人数 所掌事務 

観光危機管理統括 １ 

１．観光危機管理体制の設置及び廃止に関すること 

２．他の既存の対策本部（災害対策本部など）及び 

  行政関係機関との連絡調整に関すること 

３．被害状況の総括に関すること 

４．県及び国への報告に関すること 

被災者・観光関連

団体及び事業者 

担当 

（初動期）2 

（応急対策期）2 

（復旧期）１ 

１．観光客の所在及び安否確認 

２．被災した観光客への対応に関すること 

３．被災した観光客への生活必需品に関すること 

４．被災した観光客の関係者の対応に関すること 

５．観光関連団体及び事業者への対応に関すること 

情報収集・発信 

担当 

（初動期）3 

（応急対策期）3 

（復旧期）2 

１．観光客及び観光産業の被害状況等の情報収集・ 

共有に関すること 

２．観光客、観光関連団体及び事業者への情報提供等 

に関すること 

３．観光施設の災害応急対策及び被害調査に関する 

  こと 

４．観光関連団体・事業者との連携調整に関すること 

帰宅支援担当 

（初動期）0 

（応急対策期）２ 

（復旧期）１ 

１．帰宅困難となった観光客の情報集約及び帰宅 

困難者対策に関すること 

２．帰宅困難者対策に関わる運輸機関との連絡・調整 

に関すること 

復旧・復興担当 

（初動期）0 

（応急対策期）１ 

（復旧期）２ 

１．観光復興施策等の企画・実施に関すること 

２．観光産業の復興に向けた関係機関との連絡・調整 

に関すること 

３．観光復興プロモーション活動等の企画・実施に 

関すること 

４．関係部局、国・県・観光関連団体・事業者と連携 

した各種誘客施策の実施に関すること 

※「初動期」については発災～3 日間、「応急対策期」については発災～2週間程度を想定してい

る。「復旧期」については、第 6章記載の着手時期を目安とする。  
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５－３ 観光危機情報の収集・共有・発信 

 

１ 観光危機情報の収集・分析 

観光危機が発生した場合、速やかに情報収集を行う。収集した情報については、分析・判断すると

ともに、商工観光課長へ報告する。 

大規模な災害等が発生した場合、沖縄県観光危機管理連絡会議（沖縄県観光危機管理対策本部）と

連携をとり、沖縄県の対応状況にも留意するものとする。 

 

２ 観光危機状況の発信 

 町は、観光危機の発生の際に、早期の注意喚起や避難行動の促しを行う。 

 町内に滞在する観光客に迅速かつ確実に情報を提供するため、情報の伝達にあたっては防災行政無

線、ウェブサイト、ソーシャルメディア、テレビ、ラジオ（コミュニティ FM（FM くめじま）、携帯

電話（緊急速報メール機能を含む。）等の様々な媒体からの情報発信を行う。 

 また、伝達内容については、例文を作成し、早期に発信が行うとともに、多言語での発信に努め

る。 

 

５－４ 観光客の避難誘導・安否確認 

 

１ 観光客の避難誘導 

町は、自然災害や不発弾等の爆発物の発見などの危機が発生した場合、観光関連団体、観光関連事

業者、町民と連携して、要配慮者にも留意した観光客の安全かつ確実な避難誘導を行う。 

観光客は町内の地形や建物、道路網の状況を十分に把握していないため、滞在している観光関連施

設の管理者、観光関連事業者及び町民の適切な対応が重要となる。 

 

【避難誘導時における注意点】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・避難誘導を行う職員等は、第一に自分自身の身の安全を確保すること 

・観光客は土地勘がないことを認識する（地名や施設名を指示するような案内を避ける） 

・避難経路については、事前に検討を行い、危険個所を避ける 

・要支援観光客の避難については、車両の使用などを検討 

・防災行政無線の届かない区域については、伝達方法及び誘導方法について事前に検討を行う 

・危険区域には近づかない 
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２ 観光客の安否確認 

町は、観光協会と連携して、町内の観光関連団体、観光関連事業者の避難状況及び安否情報を収集

する。また、警察・消防・医療機関等からの情報を集約・管理し、観光客の安否確認を迅速に行う。 

観光関連団体、観光関連事業者は、避難完了後、安否情報を報告する。報告の際は、事前に報告先

や通報先を指定することで、迅速な情報収集が可能となるよう体制を構築する。 

町は集約した情報を、「安否情報システム」に入力し、県に報告する。ただし、当該システムの利

用が不可能な場合には、紙媒体等を用いて報告するものとする。 

 

５－５ 帰宅困難者対策、被災した観光客の関係者への対応 

 

１ 帰宅困難者を発生させないための対応 

 町は、猛烈な台風など、事前に航空機や船舶の欠航の可能性が高いと想定される際は、町内の観光

関連団体、観光関連事業者と連携して観光客に対し、早期の帰宅及び日程変更を促すなど、帰宅困難

者が発生しないよう対策を行う。 

 

２ 帰宅困難者への対応 

 町は、観光危機により空港の閉鎖や船舶の欠航等による道路交通の麻痺が生じ、多くの観光客が町

内に滞留している場合、帰宅困難者対策を行う。 

帰宅支援対策を行う際には、県、OCVB等と調整を図り、滞留している観光客数の情報提供や発

着場所等の調整対応を行う。 

 

３ 帰宅困難者対策の協力要請 

 町は、帰宅困難者対策の実施にあたり、必要に応じて、町内に滞在する観光客の輸送等について、

県を通じて自衛隊や海上保安庁への要請を行う。 

 

４ 関係者家族への情報発信・提供 

被災した観光客の関係者への対応として、離島である久米島ではインターネット等での配信による

現状の報告を行う。 

 また、関係者と名乗り情報紹介を行う場合は、本人の同意の確認の元情報開示を行うことを原則と

する。 
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５－６ 被災した観光客に対する救助・救急・医療活動等 

 

１ 救助・救急・医療活動等に係る情報提供  

町は、病院などの医療機関と連携し、観光危機により負傷・り患等した観光客への情報発信の充

実・強化を図るとともに、外国人観光客などの要配慮者にも留意した救助・救急・医療活動等に活用

するための情報提供等を行う。 

情報提供の際には、観光関連団体・事業者、医療機関と連携して、負傷・り患等した観光客に関す

る情報収集の充実・強化を図る。 

医療施設による外国人対応が困難な場合は、多言語対応ツールの整備や外国語通訳ボランティアな

どの活用に努める。 

資料編-町内の病院リスト 

 

２ 遺体の安置及び処理  

発見された遺体の安置及び処理については、久米島町地域防災計画に従って実行する。 

なお、外国人の遺体に係る対応については、大使館、領事館、あるいは外務省などに確認をとり、

宗教・習慣などに配慮して対応を行う。 

資料編-東日本大震災での外務省事務連絡 

 

５－７ 避難した観光客への食料・飲料水及び生活必需品の備蓄の調達と供給 

町は、関係者と連携して町内の避難施設や観光関連施設における食料、飲料水及び被服寝具などの

生活必需品の備蓄状況等を把握・整理し、観光客等への周知・供給に努める。 

また、観光関連事業者における食料・飲料水、被服寝具などの生活必需品の備蓄状況等を把握・整

理し、それらの情報を関係者間で共有する。 

観光関連事業者は、自施設に避難している観光客等への食料・飲料水、被服寝具などの生活必需品

の供給を行う。 

離島である本町において物資の不足が見込める場合には、早期に県及び自衛隊等に支援要請を行

う。 

資料編-協定先一覧 

資料編-コミュニケーションシート（アレルギー対応） 
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５－８ 観光危機や観光産業の風評被害対策 

観光危機及び町内の観光産業に関する不正確な情報等、風評被害に発展する可能性のある情報の流

布を把握した場合は、県に報告・連携して、報道機関やウェブサイトなどを活用して正確な情報の発

信を行う。 

観光関連団体、観光関連事業者は、観光危機や観光産業に関する不正確な情報等、風評被害に発展

する可能性のある情報の流布を把握した場合は、町に報告するとともにウェブサイトなどを活用して

正確な情報を発信し、風評被害の発生防止に努める。 

なお、複数の関係者がマスメディアに個別対応した場合、正確な情報が伝わらないケース発生する

可能性があるため、マスコミへの対応は個別に行わず、町あるいは観光協会による公式な記者発表を

行う。 
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第６章 危機からの回復 

町は観光危機発生後、観光産業の早期回復に向けた体制の設置を行い、県、OCVB、観光関連団体、

観光関連事業者等と連携した復興対策を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【復興対応着手時期の目安】  

危機からの回復対応フロー 

復興に向けた体制の設置 

状況の把握 

対応方針の決定 

対策の実施 

モニタリング 

復行に向けた体制の解消 

観光危機管理対策委員会を中心と

した復興に向けた体制を設置する 

観光危機の発生によりどのような

影響があったのかを調査する 

影響調査より必要な施策を導き出

し、対応方針を決定する 

観光産業の復興・継続のための施策

の実施 

施策実施による効果の・モニタリン

グ及び検証 

必要に応じて体制を解消、計画の見

直しを行う 

・帰宅困難者対策終了後 

・各種警報解除後 

・町観光商工課または観光危機管理対策委員会（仮）が必要と認めた場合 
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 観光危機後の体制の設置 

 町は、県、近隣市町村、OCVB、観光関連団体、観光関連事業者等と連携した観光客の誘致促進

や、観光産業の早期復興・事業継続に向けた施策を実施するため、観光危機後は町商工観光課及び観

光危機管理対策委員会を中心とした復興に向けた体制を設置する。 

 設置の際は町商工観光課に担当者を 1名以上配置し、委員については町商工観光課が選定する。 

 

 観光産業の早期復興を図るための施策等の企画・実施 

 

１ 施策内容の検討のための調査の実施 

現地調査による観光危機後においても営業が困難な観光関連施設、宿泊施設等の被害状況や復旧状

況などを収集及び聞き取り調査による危機発生後の観光に関連する経済状況等の調査を行い、復興に

向けた施策内容検討に使用する町内の観光状況の調査を行う。 

 

２ 早期復興に向けた施策・企画の実施 

 町は、県及びOCVB、観光関連団体、観光関連事業者等と連携して各種調査結果を踏まえた復興方

針の決定及び施策を実施する。 

  

 観光危機後の観光産業の早期復興に向けたプロモーション活動等の実施 

町は、町内の観光産業の早期復興を図るための誘客プロモーション活動等を実施する。観光事業者

の事業継続支援等を実施する。 

 

 観光危機後の国内・海外への戦略的な情報発信等による風評被害対策 

 町は、情報発信を行う際に発信内容の統制による風評被害の発生を防ぐため、関係者が発信する情

報の内容を審査する。 

 

 観光産業の早期復興・事業継続を図るための緊急融資支援等の実施 

町は、観光関連団体、観光関連事業者等と連携し、観光危機で被害を受けた地域の観光産業の早期

復興・事業継続支援等を実施する。 

 

 観光危機により甚大な影響を受けた観光産業の雇用継続支援の実施 

 町は、観光危機発生に伴い甚大な影響を受けた観光産業に関わる事業者において、従業員の雇用継

続および観光人材育成等の支援を実施する。 

 長期の休業時には従業員の教育の実施など、復興に向けた施策を実施する。 
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第７章 計画の効果的な実現 

 

観光危機への対応及び観光危機管理体制の円滑な運営は、町、観光協会、観光関連団体、観光関連

事業者、町民それぞれが協働し、取り組むことが重要となる。 

 

町、観光協会、観光関連団体、観光関連事業者、町民に求められる役割 

久米島町 

・観光危機管理の総括的推進 

・観光危機管理対策委員会（仮）の統括 

・庁内の関係各課との連携による計画の推進 

・県やOCVB等との連携及び調整 

・町内観光関連団体、観光関連事業者による取り組みの支援 

・観光危機管理に関する啓発活動 

久米島町観光協会 

・町、OCVBと連携した観光危機管理対応の実施 

・町と協会会員が連携するためのコーディネーターとしての役割 

・観光産業の早期復興に向けた観光業界に対する支援の実施 

観光関連団体 

・観光危機管理に関する理解 

・訓練、勉強会等の実施及び参加 

・団体に加盟する観光関連事業者に関する情報のとりまとめ 

・町、観光協会との情報共有 

・団体に加盟する観光関連事業者の復旧・復興に対する支援 

・事業継続計画、各種マニュアルの策定 

観光関連事業者 

・観光危機管理に関する理解 

・備蓄食料、日用品等の準備 

・訓練、勉強会等の実施及び参加 

・町、観光協会、加盟する観光関連団体との情報共有 

・施設周辺にいる観光客の滞在支援 

・事業継続計画、各種マニュアルの策定 

・観光危機管理に関する理解 

町民 
・観光危機管理に関する理解 

・周囲の観光客の避難誘導 
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７－１ 観光危機管理体制の維持及び見直し 

 町は、本計画に基づき、県、OCVB、観光協会、観光関連団体、観光関連事業者と連携した迅速か

つ的確な観光危機への対応が出来るよう体制の維持および対策の強化を実施する。 

 体制図及び名簿を作成し、定期的な更新を行い、町内の関係者の整理を町商工観光課が行う。 

 

７－２ 計画の見直し及び進捗管理 

町は、関連する既存計画の改正等や観光を取り巻く環境が変化した際には、必要に応じて下図の

PDCA サイクルに基づき計画の見直しを行うこととする。 

 

PDCA サイクルの図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

・計画の推進 

・訓練等の実施 

・委員会開催による 

見直し 

・訓練による検証 

・計画の改訂 

・各関係者への 

周知 

・「久米島観光 

危機管理計画」の

策定 
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資 料 編 

 

津波避難困難地域図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
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久米島町観光危機対策委員会（仮）設置要綱 

 

久米島町観光危機管理対策委員会設置要綱 

 

第 1 条 この要綱は、久米島町における観光危機発生時の対応に向け、町及び関係機関が対応を行う

際、緊密に連携、効果的な対策を実施するための方針決定及び情報の共有が図れるよう設置する「久

米島町観光危機管理対策委員会」においての運営等に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、次の事項を行う。 

（１）関係機関連携に向けての施策の実施。 

（２）訓練等の実施による危機管理能力の強化。 

（３）観光経済に影響を及ぼす危機管理の調査・対応の検討、施策の実施。 

（４）久米島町観光危機管理計画の点検および改善の検討。 

（５）久米島町観光危機管理計画に基づき、観光危機の事象が発生した場合、観光客等への情報発信、

観光客の安全確保、安否確認、避難、帰宅支援等の対応の実施。 

 

（組織） 

第３条 委員会は、次に掲げる委員長、副委員長及び委員をもって構成する。 

（１）委員長は、町商工観光課長とする。 

（２）副委員長は、久米島町観光協会会長とする。 

（３）委員は、別表１の者をもってあてる。 

２ 委員の任期は１年とする。 

３ 委員は再任することができる。 

 

（委員会の開催） 

第４条 会議は委員長が招集する。ただし、別表２に定める事項が発生した場合には、委員会は自動

で設置され、別表３に定める初期活動を各機関で開始する。 

２ 委員長が事故にあるときは、副委員長がその職務を代理する。 

３ 委員長が必要と認めた時はその他の者の出席を求めることができる。 

 

（庶務） 

第５条 委員会等の庶務は、町商工観光課において行う。 

 

付則 

この要綱は令和２年３月２日から施行する。 
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別表１ 

久米島町観光危機管理対策委員会名簿（令和２年２月現在） 

所属 役職 備考 

町商工観光課 課長  

久米島町観光協会 会長  

久米島商工会 会長  

久米島空港ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ株式会社 常務取締役 兼  

総括部長 

交通・空港 

久米商船株式会社 

久米島支店 

支店長 交通・船舶 

ＦＭ久米島株式会社 

（ＦＭくめじま） 

事務局長  

株式会社久米アイランド 

（ﾘｿﾞｰﾄﾎﾃﾙ久米ｱｲﾗﾝﾄﾞ） 

総支配人 宿泊 

ﾕｰｱﾝﾄﾞｱｰﾙﾎﾃﾙﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社 

（サイプレスリゾート久米島） 

総支配人 宿泊 

The COURT株式会社 

（久米島イーフビーチホテル） 

総支配人 宿泊 

 

 

別表２ 

自動設置基準 

【自然災害】 

地震・津波 

・町内で震度５強以上が観測された場合 

・津波注意報、津波警報、大津波警報が発令された 

場合 
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別表３ 

所属 初期活動 

町商工観光課 ・町災害対策本部の観光部署としての役割 

久米島町観光協会 ・避難誘導、安否確認 

・協会会員の情報収集・集約 

・町商工観光課への情報共有、活動支援 

久米島商工会 ・商工会会員の情報収集・集約 

・町商工観光課への情報共有、活動支援 

久米島空港ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ株式会社 ・空港施設内の避難誘導 

・帰宅支援に向けた情報の収集・共有 

・町商工観光課への情報共有、活動支援 

久米商船株式会社 

久米島支店 

・港湾施設内の避難誘導 

・帰宅支援に向けた情報の収集・共有 

・町商工観光課への情報共有、活動支援 

ＦＭ久米島株式会社 

（ＦＭくめじま） 

・観光客等への情報提供 

宿泊事業者 ・施設内の避難誘導（津波避難タワー） 

・施設滞在者の情報提供 

・観光客等の滞在支援 
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久米島町災害種別避難所一覧 

No 施設・場所名 指定場所地番 

対象とする異常な現象の種類 
想定 
収容 
人数 

標高 
（ｍ） 洪水 

崖崩れ、
土石流及
び地滑り 

高潮 地震 津波 
大規
模な 
火事 

1  比屋定小学校グランド  宇江城 2220  
   

○  
   

○  ○  ○  4,333  110  

2  大岳小学校グランド  山里 177     ○     ○  ○  ○  6,036  93  

3  
久米島西中学校グラ
ンド  

西銘 1324  
         

○  ○  ○  9,991  37  

4  
具志川農村環境改善
センター  

仲泊 730  ○  ○  ○  ○  ○  ○  848  30  

5  宇江城公民館  宇江城 1173     ○     ○     ○  199  106  

6  比屋定公民館  比屋定 99     ○     ○     ○  89  101  

7  下阿嘉公民館  阿嘉 156-12     ○     ○     ○  65  138  

8  上阿嘉公民館  阿嘉 2245-55     ○     ○     ○  68  180  

9  山城集会場  山城 48     ○     ○     ○  90  31  

10  
北原農村振興集落セ
ンター  

北原 416  
         

○  ○  ○  76  23  

11  具志川公民館  具志川 647     ○     ○     ○  116  86  

12  仲地公民館  仲地 15     ○     ○     ○  200  90  

13  山里公民館  山里 244     ○     ○     ○  113  85  

14  上江洲公民館  上江洲 229     ○     ○     ○  47  79  

15  久間地公民館  上江洲 457-40     ○     ○     ○  44  43  

16  
ラティーダ久米島テラ
ス津波避難ビル  

謝名堂 583-4  
            

○  
   

384  3  

17  
ホテル久米ｱｲﾗﾝﾄﾞ津
波避難ビル  

真我里 411番地  
            

○  
   

200  3  

18  西アケタ原付近  真謝地区              ○        22  

19  登武那覇公園  謝名堂地区              ○        105  

20  マチョー原付近  宇根地区              ○        15  

21  赤平頂上付近  
宇根･泊･奥武地
区  

            
○  

      
18  

22  涙石付近  宇根･真泊地区              ○        44  

23  津波避難階段  真泊地区              ○        30  

24  カラヤ原付近  謝名堂地区              ○        11  

25  比嘉神屋付近  
比嘉･真我里地
区  

            
○  

      
32  

26  カニク原付近  真我里地区              ○        48  

27  銭田森林公園  銭田地区              ○        36  

28  西銭田原付近  銭田地区              ○        24  

29  タカマス原付近  島尻地区              ○        38  

30  
日の出御願一本松付
近  

儀閒地区  
            

○  
      

70  

31  車検場付近  大原地区              ○        29  

32  大原三叉路付近  大原･北原地区              ○        26  
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No 施設・場所名 指定場所地番 

対象とする異常な現象の種類 
想定 
収容 
人数 

標高 
（ｍ） 洪水 

崖崩れ、
土石流及
び地滑り 

高潮 地震 津波 
大規
模な 
火事 

33  博物館付近  
儀閒･嘉手苅地
区  

            
○  

      
28  

34  旧久米島保育所付近  仲泊地区  
            

○  
      

37  

35  中華海鮮海皇付近  大田･仲泊地区              ○        23  

36  バイパス喜久里宅付近  兼城地区  
            

○  
      

20  

37  大田タンク付近  大田地区              ○        27  
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町内の病院リスト 

病院名 住所 電話番号 診療科 

公立久米島病院 久米島町嘉手苅 572-

3 

098-985-5555 内科・外科・精神科・腎

臓内科・小児科・整形外

科・皮膚科・泌尿器科・

産婦人科・眼科・耳鼻い

んこう科・循環器内科・

糖尿病内科 

球美の島診療所 久米島町真我里 78 098-896-8036 内科・外科 

 

東日本大震災での外務省事務連絡 
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協定先一覧 

番号 商号名称 住所 

１ （有）与那嶺商会 久米島鳥島 291 

 

コミュニケーションシート（アレルギー対応） 


